
 

議案第８７号 

 

交野市流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例について 

 

 交野市流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  条例案……別記 

 

   令和６年１１月２８日提出 

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 道路占用料の改正に伴い、道路占用料に準じて定める流水占用料等を改

正したいため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例案  

交野市流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例  

 

交野市流水占用料等徴収条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。  

別表中備考以外の部分を次のように改める。  

別表（第２条関係）  

占用物件 単位 流水占用料等 

（円） 数量 期間 

第１種 橋、掛出し等の工作物の設置を伴う土地の

占用 

占用面

積１m２ 

１年 ４３０

第２種 通路、洗い場等の工作物の設置を伴わない

土地の占用 

占用面

積１m２ 

１年 ４３０

第３種 電柱 １本 １年 ３，６５０

電話柱 ２，１３０

第４種 上下水道、ガス

管、電気、電話

管その他これら

に類する管 

外径が０．１m未満 １m １年 １３０

外径が０．１m以上０．１

５m未満 

２００

外径が０．１５m以上０．

２m未満 

２６０

外径が０．２m以上０．４

m未満 

５１０

外径が０．４m以上１．０

m未満 

１，２８０

外径が１．０m以上 ２，５５０

第５種 流水の占用 

                

毎秒１

㎥ 

１年 ４，２５０

第６種 共架電線その他上空に設ける線類 １m １年 ２２

第７種 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用占用面 １月 ６５０



 

施設及び土石、竹木その他の工事用材料に

よる占用 

積１㎡ 

第８種 その他のもの 

                    

占用面

積１㎡ 

１年 交野市行政財産使

用料条例（平成１６

年条例第２７号）第

３条第１号の例に

より計算した額 

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和７年度以降に徴収すべき流水占用料及び

土地占用料（以下「流水占用料等」という。）から適用し、令和６年度までに徴収すべ

き流水占用料等については、なお従前の例による。 

３ 附則別表の左欄に掲げる占用物件に係る令和７年度の流水占用料等の額については、

改正後の別表の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。 

附則別表 

占用物件  単位  流水占用料等  

（円）  数量  期間  

第２種 通路、洗い場等の工作物の設置を伴わな

い土地の占用 

占用面

積１m２ 

１年 ２３０

第７種 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事

用施設及び土石、竹木その他の工事用材

料による占用 

占用面

積１m２  

１月  ６００

 

 


